
 

 

 

 

 

 

第４次西脇市地域福祉計画 

（案） 

 

【概要版】 

 

 

 

 

計画策定の背景・趣旨 

近年、我が国では生活スタイルや価値観の多様化、核家族化などの背景から、地域の相互扶助の基盤

となる人と人のつながりや、家庭や地域における支え合いが希薄化しつつあり、社会的に孤立し、日常

生活に不安を抱えている人が増えています。 

様々な課題を抱えている人に対して、従来の課題ごとの対応に加えて、課題全体を捉えて関わってい

くことの重要性が高まっています。 

社会的な動向や市民ニーズは変化しており、令和２（2020）年３月に策定した「第三次西脇市地域福

祉計画」の計画期間が満了することも踏まえ、今後の本市の地域福祉に関する取組の方向性の明示と複

雑化・多様化していく生活課題へのより適切な対応に向けて、「第４次西脇市地域福祉計画」を策定しま

した。 

 

令和８年〇月 

西 脇 市 
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［ 地域福祉とは ］ 

地域社会における生活課題の解決に向けて、地域住民、地域活動団体、ボランティア団体、福祉活動

団体、社会福祉協議会、行政が協力し、連携・協働しながら支援を行う仕組みが「地域福祉」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の位置付け 

本計画は、社会福祉法第107条の規定に基づく「市町村地域福祉計画」です。 

また、本計画の「第４章 施策の展開 基本方向１ 相談でき解決できる仕組みづくり 施策２ 包

括的な支援体制の強化」を社会福祉法第106条の５に規定される「重層的支援体制整備事業実施計画」

に、「施策４ 権利擁護の推進」を成年後見制度の利用の促進に関する法律に規定される「成年後見制度

利用促進基本計画」と位置付けます。 

［ 位置付け図 ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の期間 

本計画の期間は、令和８（2026）年度から令和13（2031）年度までの６年間とします。  

第４次西脇市地域福祉計画 

（西脇市重層的支援体制整備事業実施計画、 

西脇市成年後見制度利用促進基本計画を含む） 
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自 助 

 

 

 

 

 

個人や家庭による 
自助努力 

 

 

公 助 

 

 

 

 

 

公的な制度としての 
保健、福祉、その他の 
関連する施策の実施 

 

 

共 助 

 

 

 

 

 

地域における 
助け合いや支え合い・

地域活動・ 
ボランティア 

〔 具体的には 〕 

・隣近所や友人・知人

との助け合いや支

え合い 

・地域における見守り

活動 

・地域における福祉活

動の推進 

・ボランティア活動の

推進 

など 

 

〔 具体的には 〕 

・自分自身による努力 

・家庭での話し合い 

・ボランティア活動へ

の参加 

・生きがいづくり 

・健康づくり 

・福祉に関する学習 

など 

 

〔 具体的には 〕 

・生活保護制度 

・生活困窮者自立支援 

・災害時の救援活動・避難所開設 

・公的サービスの充実 

・年金制度 

・健康保険制度 

など 
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計画の基本理念 

本市に暮らす全ての人が、お互いにやさしさと思いやりの気持ちを持って、つながり、助け合い・支

え合いの輪を広げることで、誰一人取り残されない安心して暮らせる地域共生社会の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ほっこり いいね・西脇市 

みんなが安心・心つながるまちづくり  

～誰一人取り残されない 支え合うまちへ～ 

 

ほ
っ
こ
り 

い
い
ね
・
西
脇
市 
み
ん
な
が
安
心
・
心
つ
な
が
る
ま
ち
づ
く
り 

 

～
誰
一
人
取
り
残
さ
れ
な
い 

支
え
合
う
ま
ち
へ
～ 

１ 情報発信とサービス提供体制の充実 

２ 包括的な支援体制の強化【重点】 
（西脇市重層的支援体制整備事業実施計画） 

４ 権利擁護の推進 
（西脇市成年後見制度利用促進基本計画） 

１ 相談でき 
解決できる 
仕組みづくり 

２ 支え合い 
共に生きる 
地域づくり 

１ 助け合い・支え合いの推進【重点】 

２ 多様な交流とふれあいの推進 

３ 防災・防犯のまちづくり【重点】 

３ 地域や福祉の 
人材づくり 

１ 地域福祉を支える人材づくり【重点】 

２ 人権意識・福祉意識の醸成 

３ 困難な問題を抱えた人への支援体制の強化 

［ 基本理念 ］ ［ 施策 ］ ［ 基本方向 ］ 
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注１：市の担当部署と関係機関が、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう地域課題を話し合う会議 

注２：市の担当部署と関係機関が、虐待の事実有無や緊急性の判断、初期の対応方針を決定する会議 

注３：市の担当部署と関係機関が、個別の事例（ケース）について情報を共有し、より適切な支援方針を立てるための会議 
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施策の展開 

基本方向１ 相談でき解決できる仕組みづくり 

地域住民が抱える生活上の困りごとや不安を身近な場所で気

軽に相談でき、適切な支援につながるよう、わかりやすい情報発

信とサービス利用環境の充実に努めます。 

また、生活上の複合的な課題を解決するため、相談を受け止め、

地域課題や生活支援ニーズを把握するとともに、関係機関との情

報共有や専門機関相互の連携によるネットワークの強化など、市

全体で多機関が協働する包括的な支援を行うことができる体制づ

くりを推進します。 

 

施策１ 情報発信とサービス提供体制の充実 

〇 様々な媒体を用いて、年代やニーズに応じた情報発信の充

実を図ります。 

〇 行政や関係機関が連携し、情報発信の充実を図ります。 

〇 良質なサービス提供体制の充実に努めます。 

 

施策２ 包括的な支援体制の強化（西脇市重層的支援体制整備事業実施計画）【重点】 

〇 行政、社会福祉協議会を中心に、地域住民や関係機関が一

体となって「重層的支援体制整備事業」に取り組みます。 

〇 地域の力を最大限に活用した「地域共生社会」の構築を進

めます。 

 

施策３ 困難な問題を抱えた人への支援体制の強化 

〇 警察や医療機関などの専門機関が連携を深め、虐待の未然

防止や早期発見・早期対応に努めます。 

〇 過ちを犯した人の立ち直りについての理解を促進し、社会

的な自立支援を行います。 

 

施策４ 権利擁護の推進（西脇市成年後見制度利用促進基本計画） 

〇 本人の意思決定を最優先し、成年後見制度の周知・普及を

図ります。 

〇 認知症や障害特性を理解した上で支援を行える担い手の

育成に努めます。 

  

【 地域のみなさんに期待すること 】 

● 日頃から保健・福祉・医療の制度や

サービスについて、分野別パンフレ

ットや広報紙、ホームページ、 SNS

等を活用し情報収集する。 

● 必要な情報が得られないときは、関

係機関や行政に積極的に相談する。 

社会とのつながりを支援 

いきいきふれ愛まつりの開催 

【 地域のみなさんに期待すること 】 

● 悩んでいる人や孤立している人を見

つけたら、相談機関等につなぐ。 

【 地域のみなさんに期待すること 】 

● 虐待かもしれないと気付いたら、

ためらわずに通報する。 

【 地域のみなさんに期待すること 】 

● 成年後見支援制度についての知識

を深める。 

地域づくりに向けた支援 

介護予防の取組 
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基本方向２ 支え合い共に生きる地域づくり 

高齢者単身世帯等の増加や地域コミュニティの希薄化が進行す

る中で、行政、関係機関、団体等が協働し、防災・防犯体制や見

守り活動の推進など、地域における支え合いの仕組みを強化する

ことで、誰もが安心して暮らせる地域づくりを推進します。 

また、地域住民が世代や属性を超えて交流し、ふれあう機会や

居場所などを創出することで、地域のつながりを深め、日頃から

お互いに支え合い、助け合う市民意識の向上を図ります。 

 

施策１ 助け合い・支え合いの推進【重点】 

〇 地域活動のネットワーク化を推進し、助け合い・支え合い

の仕組みづくりにつなげます。 

〇 組織・団体の立上げ支援とともに、市民活動の活性化や参

加促進を図ります。 

 

 

施策２ 多様な交流とふれあいの推進 

〇 世代間での交流を進めます。 

〇 多文化共生社会に向けた取組を推進します。 

〇 地域全体で子育てを支える意識を醸成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策３ 防災・防犯のまちづくり【重点】 

〇 地域が主体となった防災活動や住民相互のつながりづく

りを支援します。 

〇 避難所の環境や運営体制の改善を図るとともに、関係機関

との連携体制を強化します。 

〇 地域等との連携による防犯活動を支援します。  

地域住民による子どもの居場所 

【 地域のみなさんに期待すること 】 

● 近所同士の身近な支え合いやボラン

ティア活動、講座等に参加、協力する。 

● 地域の高齢者、障害のある人や子ども

の小さな異変に目を向け、身近な相談

窓口につなぐ。 

【 地域のみなさんに期待すること 】 

● 地域の取組に積極的に参加する。 

● みんなが気軽に集まれる場をつくる。 

● 積極的に住民主体の活動を広げる。 

【 地域のみなさんに期待すること 】 

● 自治会による防災訓練に参加する。 

● 地域での見回りや安全パトロールへ

の協力など防犯意識を高めるととも

に、消費者被害を防止するため、正し

い知識を得るよう努める。 

障害福祉サービス事業所等の製品を

販売するふくしマルシェの開催 
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基本方向３ 地域や福祉の人材づくり 

地域住民が気軽にボランティア活動を行える環境づくりや新た

な参加を促進するためのきっかけづくりを進め、地域福祉活動を

担う人材の育成を図るとともに、地域活動団体をはじめとした事

業者、関係機関等による人材確保の支援に努めます。 

また、安心して暮らせる地域社会の実現に向け、次代の社会を

担う子どもから大人まで生涯にわたり人権や福祉について理解を

深める学習機会の充実に努め、多様性を認め、全ての人が尊重さ

れる人権・福祉意識を育んでいきます。 

 

施策１ 地域福祉を支える人材づくり【重点】 

〇 福祉専門職の資質向上や地域福祉を支える人材の育成に

取り組みます。 

〇 ボランティア活動の活性化と人材の裾野の拡大を図りま

す。 

〇 福祉サービス事業所の若手職員に向けた制度の利用促進

に努め、働きやすい職場環境の整備を推進します。 

〇 福祉人材の確保と離職防止を図ります。 

 

施策２ 人権意識・福祉意識の醸成 

〇 人権啓発活動の充実を図りながら福祉活動への理解と参

加を推進します。 

〇 子どもの権利を守り、子どもの意見表明と社会参画の機会

を促進します。 

 

 

 

 

  

【 地域のみなさんに期待すること 】 

● 支え合いの大切さについて関心を持

ち、理解を深める。 

● ボランティア等の養成講座に参加し、

可能な範囲で地域の活動に参加する。 

● 働きやすく、やりがいが感じられる

職場環境の整備に努める。 

【 地域のみなさんに期待すること 】 

● 一人ひとりが自分のこととして、人

権問題に関心を持ち、積極的に学び

の場に参加する。 

● 人権教育の機会を通じて、家族、友

人・知人、地域の人などと話し合う。 

● 大人は、子どもが社会の一員である

ことを理解し、子どもの意見に耳を

傾ける。 

給食ボランティアによる 

高齢者へ届けるお弁当作り 

子どもの意見を聴く場 

西脇こども会議の開催 
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― 重層的支援体制整備事業の全体像 ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 分野ごとの相談窓口一覧 ― 

 分  野 名  称 
電話・FAX 

市外局番 0795 
場  所 

高齢 

高齢者総合相談 

＜対象地域＞ 

津万地区(下戸田・上野を除く) 

 日野地区・比延地区・黒田庄地区 

電話：27-8012 

FAX ：27-8013 

黒田庄町前坂 2140 

黒田庄福祉センター１階 

にしわき北地域包括支援センター 

＜対象地域＞ 

西脇地区・津万地区(下戸田・上野) 

野村地区・重春地区・芳田地区 

電話：27-8560 

FAX ：27-8561 

下戸田 128-1 

健康福祉連携施設１階 

にしわき南地域包括支援センター 

障害 障害者（児）相談 

電話：27-8450 

FAX ：27-8451 

下戸田 128-1 

健康福祉連携施設１階 

西脇市障害者基幹相談支援センター 

うぃーぶねっと 

電話：25-0551 

FAX ：25-0550 

西脇 771-86 

障害者相談支援センター ぱれっと 

子育て 

家庭児童相談 

電話：22-3111 

FAX ：23-5219 

下戸田 128-1 

市役所（はぴいくサポートセンター） 

ヤングケアラー相談 

ひとり親家庭相談 

女性 女性相談 

生活困窮 

生活保護 
生活困窮・生活保護相談 電話：22-3111 

FAX ：22-6037 

下戸田 128-1 

市役所（社会福祉課） 
ひきこもり ひきこもり相談 

DV（暴力） 配偶者暴力相談支援センター 電話：27-8456  

心配ごと 心配ごと相談 

電話：22-5400 

FAX ：23-1891 

和布町 277-1 

西脇市総合福祉センター萩ケ瀬会館内 

西脇市社会福祉協議会 

ボランティア ボランティアセンター 

成年後見制度 
西脇市成年後見支援センター 

（こうけん にしわき） 

第４次西脇市地域福祉計画【概要版】 

発行：西脇市  編集：西脇市福祉部社会福祉課 

高齢 相談受付 

子育て 相談受付 

その他関係 相談受付 

生活困窮 相談受付 

障害 相談受付 

相談支援事業 

地域づくり 
事業 

世代や属性を超え

て交流できる居場

所づくりなどを進

め、交流・参加・

学びの場が広がる

よう働きかけてい

きます。 

多機関協働事業 

複雑化・複合化したケースに

対応するための役割分担や 

支援の方向性を協議します。 

アウトリーチ等を通じた 
継続的支援事業 

地域に出向き、支援が必要な方

の状況把握と支援に努めます。 

参加支援事業 

一人ひとりの状況に沿って、 

社会参加支援を行います。 

困
難
ケ
ー
ス 

の
相
談 

支援の 
統括会議の事務局 

こども食堂 


